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新制度論と政策ネットワーク論

風間　規男

Graduate  School  of  Policy  and  Management,  Doshisha  University

あらまし

　本稿の目的は、ガバナンス論の観点から政策
ネットワーク論と新制度論の関係を読み解くこ
とである。
　政策ネットワーク論は、1980年代中頃から欧
米を中心に活用されている分析ツールであり、
ガバナンスネットワーク論という変種を生み出
している。政策ネットワークは、「ある政策領
域において官民のアクターが自主的に資源を持
ち寄り問題を解決する関係性」と定義すること
ができる。政策ネットワーク論は、①ネットワー
クを研究対象とする、②政策をめぐる関係性を
扱う、③分析のツールであるという特徴を持つ。
　多くの政策ネットワーク論者は、自分たちを
新制度論者であると自己規定している。政策ネッ
トワーク論における「制度」問題は、２つの次
元に分けて理解できる。第１に、政策ネットワー
ク自体を広い意味での「制度」として捉える次
元である。アクター間の相互作用を規定する関
係性そのものを「制度」であると考える。政策ネッ
トワーク論では、この議論を①凝集性とネット
ワークの機能の関連性、②ネットワークにおい
てアクターを結びつける価値観の役割という観
点から扱ってきた。第２に、政策ネットワーク
を制度化の「場」として捉える次元である。政
策ネットワークにおけるアクターの相互作用を
通じてルールやプログラムが生み出され集積し
ていく。政策ネットワーク論では、ネットワー
ク構造の変化とそれによって起こる政策変化を
めぐる議論などでこの問題が扱われてきた。

　ソレンセンとトルフィンクは、ガバナンス
ネットワークが機能しやすくするために制度
化・非制度化を行うメタガバナンス概念を提示
しており、政策ネットワーク論でも、キッカー
トらがそれと類似したネットワーク管理論を展
開している。自己組織化の力を維持・拡大する
ために、ゲームの基本ルールを設定・変更・廃
止するといった制度化・脱制度化の議論である
が、政治家や官僚が特別な役割を担うと主張し
ている点に注目すべきである。
　一方で、メタガバナンスを官民のアクターが
相互作用的に展開する活動だと捉えるコーイマ
ンらや、複雑系において自生的な水平的調整に
期待を寄せるベルツェルの議論もある。彼らは、
複雑な状況において知識や価値観が果たす役割
を重視し、相互学習を通じて柔軟に関係を変化
させていくネットワークに理想の姿をみている。
　政策ネットワーク論を分析ツールとして利用
するのならば、メタガバナンス論やネットワー
ク管理論のように規範論に傾斜するのではな
く、アクター間の関係性を捉えた政策ネットワー
クと、そこで集積されるルールやプログラムで
構成される政策レジームの相互影響関係を観察
するための分析枠組みを提示する必要がある。

１．はじめに

　本稿の目的は、ガバナンス論の観点から、政
策ネットワーク論と新制度論の関係を読み解く
ことである 1。ガバナンス論と政策ネットワー

1   本稿は、2012年６月 17日に開催された日本公共政策学会自由公募セッションⅦ「ガバナンス論の新展開」の報告用に用意したペーパー
を加筆修正したものである。
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を行うメンバーが排他的に限定され、メンバー
間のコミュニケーションの頻度が高く、その関
係がヒエラルキー的に構造化されている。イ
シューネットワークは、ある争点をめぐって多
様なアクターが頻繁に出入りを行う「場」とし
て機能するネットワークで、ほとんど構造化さ
れていない。この定義は、政策ネットワーク論が、
多元主義的な政策過程理解に対して問題意識を
持ちつつ、重要な決定を独占的に行うアクター
たちの安定した関係性の存在を明らかにした「下
位政府論」から展開してきた系譜、その反動
から別のタイプの関係性としてイシューネット
ワークが主張された背景をうまく表現している。
　ベルツェルが行ったアングロサクソン型／大
陸型の政策ネットワークの分類もこの概念を理
解する上で重要である（Börzel 1998）2。アング
ロサクソン型の政策ネットワーク論は、圧力団
体研究の系譜の中から生まれてきたもので、行
政機関－議会の委員会－利益集団により構成さ
れる「鉄の三角形」のようにごく限られた政策
エリートの存在を特定し、その関係性を分析す
るものである。一方、ドイツやオランダの政策
ネットワーク論は、政策実施研究におけるボ
トムアップアプローチをルーツに持ち（原田 
1996）、政策実施担当職員と対象集団の相互作
用のあり方が、その政策領域での問題解決能力
を決定するという考え方に立つ。政策をめぐっ
て官民のアクターたちが相互作用を繰り返し形
成される関係性が政策ネットワークである。こ
の種のネットワーク論では、通常政府によるヒ
エラルキー的命令服従関係に対して、ネット
ワークによる水平的な関係の優位性が主張され
る（Kenis and Schneider 1991）。
　この２つの政策ネットワーク論は、資源の相
互依存関係にある官民のアクター間の調整を論
じている点では共通している。しかし、政策コ
ミュニティ論のようなアングロサクソン型の政
策ネットワーク論では、政策形成・決定の段階
における官民のアクターの結びつきを主張して
いるのであって、実施段階においては、依然と
して政策を実施する側と対象集団との間には、
ヒエラルキー的な関係が存在することが前提と

ク論の関係については、複雑系理論と関連づけ
て検討したことがある（風間 2011）。ガバナン
スという言葉が使用される状況における問題解
決システムが「複雑系（complex system）」の性
質を持つと考えるならば、その動態を明らかに
する分析ツールとして、政策ネットワーク分析
は有効であると論じた。
　政策ネットワークは、ガバナンスを通じて形
成されたルールやプログラムに影響を受け、同
時にガバナンスを変動させていくルール・プロ
グラムを形成する「場」として機能する。この
プロセスを明らかにすることができれば、政策
ネットワーク論は、政治学などでさかんに議論
されている新制度論の発展にも一定の貢献をす
ることが期待できる。本稿では、政策ネットワー
ク論から生み出されたガバナンスネットワーク
論も参照しつつ、政策ネットワーク論と新制度
論の相互影響関係を明らかにしていきたい。

２．政策ネットワーク論の概要

2. 1.　政策ネットワークとは何か？

　政策ネットワーク論は、1980年代中頃から
欧米を中心に使用されるようになった政策過程
の分析ツールである。この種の分析アプローチ
は流行して 10年程度で力を失っていくことが
多いが、後で紹介するガバナンスネットワーク
論もその変種だと考えれば、いまだ隆盛を極め
ている不思議な分析手法である。
　数多くの社会科学概念と同様、政策ネット
ワークの定義には数限りないバリエーションが
あり、その意味内容は拡散する一方で、類似概
念もたくさんある。
　政策ネットワークの定義で最も有名なのは、
ローズとマーシュによるものであろう。彼らは、
政策コミュニティとイシューネットワークとい
う２つの理念型が両極に位置するスペクトラム
のどこかに存在するものとして政策ネットワー
クを描いた（Rhodes & Marsh 1992）。政策コミュ
ニティでは、ある政策領域において重要な決定

2   ベルツェルは、ドイツ型と称しているが、オランダの研究者たちも同じ政策ネットワーク観を持っていると思われるので、大陸型とこ
こでは呼ぶことにする。



新制度論と政策ネットワーク論  3

で意味と価値を作り出すことを可能にするシス
テムであると定義している（金子 1986）。すべ
てのアクターが資源に不足し相互依存関係にあ
る中で、強制に基づく垂直的なヒエラルキー関
係よりはむしろ水平的な調整関係が見られ、各
アクターが、自分の保有する資源を活用し、あ
るいは離脱をちらつかせる戦略をとることで、
ある種のゲームを展開しているような関係性を
ネットワークと考える。
　ネットワークという用語が使用されるもうひ
とつの意味は、アクター間の関係性がある時点
において特定の問題をめぐって瞬間的に形成さ
れ消滅するものではなく、ある程度の安定性を
保ったものとして認識されるという点である。
もちろん、ネットワークはダイナミックに変化
しているのだが、研究対象として観察可能な範
囲で持続しているものとして扱われる。
　また、政策ネットワークは、カッツェンシュ
タインによる「ある国における国家と社会のパ
ターン化された相互関係」という有名な定義に
見られるように（Katzenstein 1978）、国家の主
体と民間の主体の間で形成されると考えるのが
一般的である。官のアクターと民のアクターが
資源の質・量に違いがあるにせよ、命令服従関
係ではなく、なんらかのゲームを展開するとい
う政策ネットワーク論の発想には、資金・権限・
人材・情報などを集中させ、その資源を活用し
て政策を展開する従来の国家（政府）によるヒ
エラルキー的なコントロールに対する批判意識
がある。
　なお、ネットワーク化は、応答可能で民主的
なガバナンスに向けての進展を意味すると考え
る論者も多い 3。ドゥレオンとヴァルダは、「コ
ラボレイティブ政策ネットワーク」という概念
を用いて、参加型民主主義の可能性を開くもの
としてネットワークを捉えているし（deLeon & 
Varda 2009）、ハーストの「アソシエイティブ
デモクラシー」は、明らかにアソシエーション
間のネットワーク的関係を前提にした民主主義
論である（Hirst 2000）。政策ネットワーク論者、
とりわけガバナンスネットワーク論者の大半
は、民主主義の観点からみてネットワークを通

されている。一方で、大陸型の政策ネットワー
ク論では、問題解決プロセス全体にわたる官民
のアクターの水平的な関係の存在が問題とな
り、ネットワークには、すべてのステークホル
ダーが包摂される（Börzel 2002 :260）。大陸型
の政策ネットワーク観は、後で論じるガバナン
スネットワーク概念に親和性が強く、政策ネッ
トワークを定義する際には、政策の主体と客体
があいまい化しているガバナンスの現状を踏ま
える必要がある（風間 2011）。ここでは、ケニ
スとシュナイダーによる定義「意思決定・プロ
グラム設計・実施の能力が官民のアクターに広
く配分・分散されている状況における政治的
な資源の動員メカニズム」（Kenis and Schneider 
1991：41）を参考にして、政策ネットワークを「あ
る政策領域において官民のアクターが自主的に
資源を持ち寄り問題を解決する関係性」と定義
しておく。そのうえで、政策ネットワーク論の
特徴を３つ挙げておく。

2. 2.　 政策ネットワーク論の特徴Ⅰ
　 ―ネットワークを研究の対象とす
ること―

　政策ネットワーク論では、ある政策領域で形
成される関係性が「ネットワーク」と言いうる
ものであることを前提に分析が行われる。ただ
し、ネットワークを確定的に定義するのは難し
い。コスカツキーは、ネットワークの特徴とし
て、①参加者間に信頼が存在し、②長期的な視
野に立ってデザインされた関係性を持ち、③選
択肢の存在・ヒエラルキーの不在などネット
ワーク内に冗長性があり、④開放的でダイナ
ミックで柔軟性があり、⑤アクター間に競争が
みられ、⑥相互依存と自発的な協力関係が存在
し、⑦協力を通じて得られる規模の経済性が
見られることを挙げている（Koschatzky 2001）。
また、金子郁容は、ネットワークを、固有の意
思と主体性のある「ユニット」がそれぞれの自
由意思で自主的に参加したまとまりであり、ユ
ニット相互が違いを主張しながらも、何らかの
相互依存関係を持ちながら結びつき、関係の中

3   後で紹介するソレンセンとトルフィンクは、『民主的ネットワークガバナンス』というタイトルの本を編集しており、そういう論調の
論文が多数採録されている。（Sørensen and Torfing 2007）
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てどのように機能するのかを示すことに関心を
払ったのに対し、第２世代では、ガバナンスネッ
トワークの規範的・政治的インパクトを評価し
そのパフォーマンスを改善することを目的とし
ているという（Sørensen & Torfi ng 2007）。ガバ
ナンスネットワークは、「相互に依存的である
が活動主体としては自律している国家・市場・
市民社会からのアクターたちの安定的な結びつ
き」であり、①ルール・規範・共有された知識・
社会的なイメージの制度化された枠組みの中で
紛争をめぐる交渉を通じて相互作用し、②ヒエ
ラルキーの影の下であるが自己規制された政策
形成を促進し、③広範囲の国民に有効と思われ
る問題定義・ヴィジョン・理念・計画・具体的
規則といった広い意味での「公共的価値」の生
産に貢献することになる。
　ソレンセンとトルフィンクは、政策ネット
ワーク論（第１世代）からガバナンスネットワー
ク論（第２世代）が展開したと主張するが、こ
の２つの概念の本質的な違いを強調する論者も
いる。たとえば、ブランコらは、ガバナンスネッ
トワークが政策ネットワークの息子ではなく従
兄であると主張する（Blanco et al. 2011）。①後
者は国家による政策形成過程のコントロールへ
の反発から派生しているが、前者はポストモダ
ン的な経済的・社会的変化から生じた新しい政
策パラダイムの出現を捉えている。②後者は国
家間・政策間比較を目的とするが、前者は政府
に代わるパラダイムの出現といった過去と現在
の違いに着目する。③後者は国内の伝統的な政
策領域に注目するが、前者は国境を越えた新し
い政策領域に注目する。④後者はアクター間の
相互依存を強調するが、前者はイノベーティブ
な制度的仕組みを評価する。⑤前者はネット
ワークが管理可能だと考えメタガバナンスを強
調する。⑥後者ではその存在がデモクラシーに
マイナスだと考えるが、前者ではプラスの影響
が強調される。⑦後者はエリートモデルに近く、
前者は多元主義モデルに近い。
　ルイスは、政策ネットワーク論の進化がガバ
ナンスネットワーク論を生んだと主張する。最
初、政策ネットワーク論では、資源が官民のア

じたガバナンスが従来型のガバメント中心の方
法に対して優位性を持っていると考えており、
規範理論としての側面も併せ持っている 4。

2. 3.　 政策ネットワーク論の特徴Ⅱ―「政
策」をめぐる関係性を扱うこと―

　政策ネットワークは、そこで政策が作られ決
定され実施される「場」である。ある政策ネッ
トワークの機能は、そのネットワークを通じて
解決すべきだと認識された政策課題への対応能
力で評価される。そこで形成され実施される政
策とは何かという議論に拘泥するつもりはない
が、政策の実施担当者や対象集団がその問題の
解決に向けて参照するコードという意味での
「プログラム」やルールなど狭い意味での政策
がネットワークにおいて生み出される 5。
　政策ネットワークの存在は、研究者がまず政
策領域を設定し、そこに形成されている公式・
非公式の関係性を見ることで確認される。この
意味で、政策ネットワーク論はメゾレベルの分
析を行うものとされている（Daugbjerg & Marsh 
1998）。事例研究において、あるイベントをめ
ぐって政策ネットワークがどのように反応した
のかを見る場合はあるが、それはネットワーク
の特性を分析するために行っているのであっ
て、個別の政策過程のミクロ的な分析を行うこ
と自体が目的ではない。一方、政策ネットワー
ク論者は、統治構造全体の変化をマクロ的に論
ずることにも抑制を働かせてきた。政策領域ご
とに形成される関係性が違うことを強調し、あ
る特定の政策領域で観察された傾向を統治構造
全体の議論に一般化するようなことは行ってこ
なかった。ただし、最近ガバナンスネットワー
ク概念を用いる研究者は、統治機構全体にまで
議論を拡大し、政策領域を超えたガバナンス形
態の変化（つまりはネットワーク化）を議論す
る傾向にある。
　ソレンセンとトルフィンクは、ガバナンス
ネットワーク研究を第１世代と第２世代に分け
る。第１世代は、ネットワークの種類の違いを
記述し、それらがガバナンスのメカニズムとし

4   本稿では、政策ネットワーク／ガバナンスネットワークと民主主義の関係については議論しない。いずれ機会をあらためて論じようと
思う。

5   このような参照コードを「政策」と捉える立場がある。詳しくは、風間（2008）参照。
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グし理解する研究として活用されてきた（Boin 
and Kuipers 2008）。政策ネットワーク論の得意
としてきたのは、ある政策領域において形成さ
れる関係性の構造的な理解である。誰がネット
ワークのメンバーか（ネットワークの境界問
題）、各アクターはどのような資源を持ち利用
しているのか（資源の相互依存問題）、そのよ
うな相互作用によってアクター間にどのような
関係が構築されているのか（ネットワーク内の
配置問題）といった点を明らかにする分析ツー
ルとして用いられてきた。一方で、たとえば、
アクター間の関係性がネットワークの機能にど
のように影響するのかについての研究は、不十
分だとされている（Dowding 1995）。　
　ベヴィアとローズによる解釈学的政策ネット
ワーク論は、実証主義を否定するがゆえに事例
の分析に適用しにくいこともあってか、フォロ
ワーが少なく、彼らの議論に政策ネットワー
ク論の未来図を描くことはできない（Bevir & 
Rhodes 2010）。政策ネットワーク論／ガバナン
スネットワーク論が問われるのも、それがある
特定の現象を読み解くのにどれだけ有用である
のかという点であろう。

３．政策ネットワーク論における制度論

3. 1.　 新制度論による政策ネットワーク
論批判

　初期の政策ネットワーク論は、多元主義政治
学の反動から、より構造的に安定した関係性を
分析の対象としてきたが、官のアクターの役割
を相対化しているという意味で多元主義的な性
質を色濃く残している。このことが、国家論と
結びついて国家の機能の再認識を強調する初期
の新制度論から、議会や政党政治の構造、官僚
制の強さといった制度的な要素が政策ネット
ワークの形に大きく影響している点を軽視して
いるとの批判を受ける原因となってきた（小池 
1995：37）。

クターに分散している場合に資源を動員するガ
バナンス形態として捉えられてきたが、それが
国家と社会の関係性の変化に重きを置くように
シフトしたのがガバナンスネットワーク論であ
ると述べている（Lewis 2011）。
　初期の政策ネットワーク論に浴びせられた批
判を意識して展開されている現在の政策ネット
ワーク論は、ガバナンスネットワーク論とほぼ
同じ主張をしているし、研究の現場では代替可
能な概念として扱われている（Klijn et al. 2010）6。
あるガバナンスネットワークの機能を実証的に
研究するときには、特定の政策領域を切り取っ
て議論を展開せざるを得ず、政策ネットワーク
論の範囲で扱うことが可能と考え、ここではガ
バナンスネットワーク論も政策ネットワーク論
に含めて議論を展開したい。

2. 4.　 政策ネットワーク論の特徴Ⅲ―分
析ツールであること―

　政策ネットワーク論は、理論の系譜や動向を
議論することを目的としているわけではない。
アリソンが「概念レンズ」と表現した一種の記
述モデルである（Allison and Zelikow 1999）。あ
る事象をめぐって存在する錯綜した事実の集積
の中から、ある仮説を実証するために必要な事
実を選別し整理して提示するための道具であ
る。ある記述モデルが生き残るかどうかは、そ
のモデルのもとで事実を説得力ある形で構成す
ることが可能か、適用可能な範囲が広く汎用性
が高いかにかかっている。
　政策ネットワーク論そのものを論ずる研究
は、本の第１章を飾るものに過ぎない。自分が
実証したい仮説にあった政策ネットワーク論の
分析枠組みを開発し、その枠組みをもとにリ
サーチデザインを構成し、現実の政策過程に当
てはめて分析を行う。その質から、その研究者
の展開する政策ネットワーク論が評価されるこ
とになる。
　政策ネットワーク論は、政策アウトカムを生
み出す多様なアクター間の相互作用をマッピン

6   クラインらは、ガバナンスネットワークを「互いに依存するアクター間の社会関係の比較的安定したパターンであり、政策プログラム
ないし集団群をめぐって形成され、ゲームの流れの中で形成され、維持され、変化するもの」と定義しているが、これは彼らの定義す
る政策ネットワーク概念とほぼ同義である（Klijn et al. 2010）
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組織化された利益の間の相互作用を支配する非
公式ルール群として政策ネットワークを理解し
ている（Blom-hansen 1997）。ローズも、政策
ネットワークは、官民のアクターが相互作用す
るひとつの制度的な仕組みであると述べている
（Rhodes 1999）。
　このような発想は、組織というものをアク
ター間の相互作用を規定する「制度」として描
く経済学の制度学派から影響を受けていると思
われる 7。コースが市場における企業組織の存
在を取引費用の低減に着目して説明して以来、
経済学における制度学派は、様々な角度から、
経済主体の相互作用を規定する存在として組織
を描いてきた。たとえば、企業組織とその構成
員の関係を文化という切り口で扱ってきた企業
文化論では、「従業員が共通の価値観を持ち、
一致団結しているような強い企業文化を持つ組
織こそが優れた業績を挙げることができる」と
いうように、組織の文化という「制度」が個人
と企業を結びつける機能を果たしていると考え
る。一方で、組織文化論では、過度に画一的で
硬直化した組織文化を持つ組織は、組織のパ
フォーマンスをあげることができないといった
議論も展開されている（佐藤・山田 2004）。
　この点で最も興味深いのは、ディマジオとパ
ウエルが企業組織の同型性の理由を探った際に
提示した「組織フィールド」という概念である
（DiMaggio & Powell 1991）。組織フィールドと
は、「キーとなる供給者、資源・製品の消費者、
規制機関、類似のサービスや製品を生産する他
の組織の集積で、制度的な生活の認識領域を構
成するもの」である。組織が同型化するのは、
他の組織との間で形成された関係性（業界）に
よって、各企業の組織形態が影響を受けるから
である。その影響関係の全体像を把握するため
に、組織フィールドという概念が提示され、そ
の構造化の度合い、たとえば組織間の相互作用
の度合い、資源の相互依存度、共有されている
情報の質や量、認識の共有度といった要素が、
各組織に対する影響の強さを決定すると主張さ
れる。
　この組織フィールドを、組織間の相互作用を

　しかし、政策をめぐる「過程」のミクロ的な
分析を行ってきた多元主義的方法論に対する問
題意識を持ち、政策をめぐる「構造」のメゾレ
ベルの分析を行ってきたこともあり、政策ネッ
トワーク論者の多くは、政策研究の系譜の中で
新制度論者と自らを位置づけている。特にガバ
ナンスネットワーク論と新制度論は、双方の理
論を深化させる可能性がある。
　新制度論について、ガイ・ピータースは規範
的制度論、合理的選択制度論、歴史的制度論、
経験的制度論、社会学的制度論に整理している
が（Guy Peters 2005）、そういった分類作業が
ほとんど意味をなさないほど、新制度論は豊か
なバリエーションを誇っている。ここでは、分
類作業よりも新制度論者が共有する問題意識を
理解することの方が重要である。ロウンデスは、
旧制度論と新制度論の違いを、①組織研究から
ルールの研究へ、②制度の公式的な概念から非
公式的な概念へ、③静態的概念から動態的概念
へ、④価値軽視の姿勢から価値重視の姿勢へ、
⑤制度の全体論的概念から個別の制度概念へ、
⑥制度的な独立性概念から制度的な埋め込み／
相互依存へという研究関心の移行として捉えて
いる（Lowndes 2001）。
　新制度論の視点を政策ネットワーク論に落と
し込むと、政策ネットワーク論における「制度」
問題は、２つの次元に分けて考えると理解しや
すい。第１に、政策ネットワーク自体を広い意味
での「制度」として捉える次元である。アクター
間の相互作用を規定する関係性そのものを「制
度」であると考える。第２に、政策ネットワーク
を制度化の「場」として捉える次元である。政
策ネットワークにおいて繰り広げられるアクター
の相互作用を通じてルールやプログラムが生み
出され集積していく。その集積されたものを筆者
は「政策レジーム」と名付けたが（風間 2008）、
これはまさに新制度論でいう「制度」であろう。

3. 2.　 相互作用に影響を及ぼす「制度」
としての政策ネットワーク

　ブロムハンセンによると、制度論者は国家と

7   ガイ・ピータースは、彼が社会学的制度論と名付ける新制度論の学派においては、制度と組織の定義上の区別が事実上意味をなさない
ほど、識別不能な状態になっているという。（Guy Peters 2005: Chap.6）。
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ミスは、ネットワークが信念・価値・文化・特
定の行動形態の制度化を行う機能を果たすと指
摘する。ネットワークは、繰り返される行動の
結果出現し、態度と行動を形作る「制度」である。
意思決定者が困難な決定をしないですむように
行動をルーティン化し、行為・問題・解決を限
定することで政策プロセスを単純化する。ネッ
トワークは中立的ではなく、過去の権力配分・
対立を反映し、現在の政治出力を形作る。よっ
て、特定のネットワークにおいてある決定が行
われるとするならば、それは利用可能な選択肢
の合理的な評価の結果ではなく、過去の対立や
意思決定者の文化や価値観を反映したものであ
る（Marsh & Smith 2000）。後述するように、キッ
カートらは、既存の価値観・規範・認識を変え
ることでネットワークの構造を変えるという戦
略を提案している（Kickert & Koppenjan 1997）。
政策ネットワークは、ある政策領域をめぐって
形成されるものである。その政策領域が追求す
る政策価値をアクターが共有し、価値によって
ネットワークが結び付けられていることが望ま
しいと、多くの政策ネットワーク論者は考えて
いる。

3. 3.　 制度の形成・変更の「場」として
の政策ネットワーク

　政策ネットワークは、政策をめぐるルールや
プログラムの集合（政策レジーム）としての「制
度」が形成され変化する「場」であると考える
こともできる。
　新制度論において、制度の形成・変更に関す
る研究は最も進展を見せている分野であろう。
経済学の制度学派は、ゲーム理論を適用するこ
とで、制度形成の議論を深めてきた。たとえば、
青木昌彦は、次のように制度の成り立ちを説明
する。ゲームのプレーヤーが、自分の参加する
ゲームの構造について、個人的かつ不完全な見
解しか持たない主観ゲームが展開される中で、
各プレーヤーにより選択された行動が、しだい
に相互に整合性を持つ（均衡する）ようになっ
ていく。そういった均衡状態にあるゲームは、
それぞれの行動選択に影響し、さらなる行動選
択の指針として再生産される。ゲームにおいて
実際にプレイされる様式に関する予想が共有さ
れたものを青木は「制度」と呼んでいる（青木 

規定する「制度」とする考え方に立脚するなら
ば、政策ネットワークも「制度」であろう。ジョー
ダンは、一種の政策ネットワークである政策コ
ミュニティについて、これは政府アクターと非
政府アクターの制度化の議論であると論じてい
る（Jordan 1990）。そこでは、「政策領域におけ
る相互作用に政策ネットワークがどのように影
響を及ぼすのか？」という問いが立てられるこ
とになるだろう。
　政策ネットワーク論では、この命題に関して
主に２つの観点から議論されてきたと思われ
る。１つは、凝集性とネットワークの機能の因
果関係をめぐる問題である。特に政策コミュニ
ティの逆機能として、過度な凝集性により政策
目的が関係者の利己的な利益に転化していくプ
ロセスが描かれる一方で、緩やかなネットワー
クの優位性が主張されてきた（Boin & Kuipers 
2008）。
　資源の相互依存関係を前提とすると、ネット
ワークが構造化され凝集性が高まれば、それだ
け資源の動員が容易になるが、ネットワーク内
のアクターが戦略的に行動する可能性は狭ま
り、消極戦略や離脱戦略がとられる危険性が高
まる。つまり、統合のベクトルと分散のベクト
ルの間で適度にバランスがとられている状態が
政策ネットワークにとって理想だということに
なる。後で論ずるように、この認識が、水平的
調整ゲームを展開しやすいネットワークの環境
条件を整備するという「ネットワーク管理論」
に連結することになる。
　「制度」としての政策ネットワークに関連し
て議論されてきたもう１つの観点は、ネット
ワークにおいてアクターを結びつける価値観や
規範についての問題である。政治学の制度学派
にとって画期的な業績であった『制度の再発見』
でマーチとオルセンが投げかけたのも、まさに
この問題であった（March & Olsen 1989）。彼ら
は制度がアクターに与える影響に関して「適切
さの論理」という表現を用いて説明している。
アクターたちは、自分がこれから行おうとする
行為が組織の中で形成されてきた規範に合致し
ているのか、適切であるのかを考えて行為を決
めており、その行為の集積が組織的な行動とし
て表れてくる。このように組織が与える行動規
範が各アクターを結びつけているのである。
　政策ネットワーク論において、マーシュとス



風間　規男8

るけれども、ルールの集積としての制度は段
階的に変化していくと考える方が妥当である
（Mahoney & Thelen 2010）。
　政策ネットワーク論では、一般に凝集性が強
いネットワークは政策変更が難しいと言われて
いる（Daugbjerg 1998）。さらに、政策ネットワー
クは、相互作用を繰り返すことによって疑似制
度化していき、変化を拒む傾向に向うという議
論が展開される（Börzel 1998）。つまり、政策
変化は、統合と制度化の程度に規定され、ネッ
トワーク構造の変化によって起こると考えるこ
とができる。
　これまで、政策ネットワーク論では、ネット
ワーク構造の変化とそれによって起こる政策変
化を外生的要因か内生的要因かのいずれかで説
明しようとしてきた。ダウディングは、ネット
ワーク内の資源依存関係の変化によって政策変
化が生ずると論じた（Dowding 1995）。一方で、
ローズとマーシュは、経済的要因・イデオロギー
的要因・政治的要因・知識ベースの要因といっ
た外在的要因で生ずると論じている（Rhodes & 
Marsh 1992）。
　マーシュとスミスは、ネットワークの構造、
ネットワークの変化、政策のアウトカムは、ネッ
トワークから見て外生的要因によって部分的に
は説明し得るが、こういった環境要因は、弁証
法的にネットワークの構造や相互作用に結びつ
いていくと論ずる（Marsh & Smith 2000）。外在
的な環境要因はネットワーク内のアクターの資
源や利益に影響を及ぼすが、その程度やスピー
ドは、ネットワーク側の変化を仲介する能力に
より影響を受ける。そのうえで、次のような弁
証法モデルを提示する。①より広い構造的文脈
は、ネットワーク構造やアクターたちがネット
ワーク内で利用しなければならない資源に影響
する、②あるアクターが取引において利用しな
ければならないスキルは、アクターが本来持っ
ているスキルと学習プロセスの所産である、③
ネットワークの相互作用と取引は、アクターの
資源、アクターのスキル、ネットワーク構造、
政策相互作用の組み合わせを反映する、④ネッ
トワーク構造は、構造的文脈、アクターの資源、

2003）。しかし、この種の議論では、制度の成
り立ちを説明することができても、制度変化を
説明することは難しい（Guy Peters 2005:61-2）。
　制度変化のプロセスについて、示唆に富む議
論を展開しているのがＥ・オーストロムである。
オーストロムは、物理的、文化的、制度的仕組
みを特定することが制度研究の仕事であると述
べているが（Ostrom 1990）、彼女の制度論は、
ルールを特定する作業に留まっていない。ルー
ルを適応プロセスとして描いているところにそ
の特徴がある。オーストロムの定義する「ルー
ル」とは、「特定の環境において行為状況を作
り出す指示のセット」であり、「どのような行
為（あるいは成果）が求められ、禁止され、容
認されるのかに関する強制力を持った決まり
ごとについての参加者の共有された理解」で
ある（Ostrom 2005）。ルールには、①地位ルー
ル、②境界ルール、③選択ルール、④集積ルー
ル、⑤情報ルール、⑥範囲ルールがある（Ostrom 
2005 :Chap.7）。すべてのルールは、秩序と予測
可能性を実現するための明示的／暗黙裡の努力
によって生み出されるものである。オーストロ
ムは、複雑で変動する環境と相互作用する「複
雑系」において、部分に生ずる変化の結果を完
全に分析するのは不可能であるという認識に
立つ。ルール変更とは複雑系の中で「政策実
験（policy experiment）」をしているのと同義で
あり、ルールは適応プロセスとして常に見直さ
れるものだと主張している。ルールに関わるア
クターは、ルールの変更がもたらす影響につい
ての因果関係を完全には理解できないために、
試行錯誤を行い環境とのフィードバックを繰り
返しながら、ルールを洗練されていくというイ
メージである。オーストロムは、当事者が自主
的にルールを作り上げていくセルフ・ガバナン
スが社会に存在しており、有効性に機能してい
ると主張する（Ostrom 1990）8。
　制度の変更は、外生的なショックや環境の変
化から起こると単純化して考えるよりも、むし
ろ内在的な要素と環境との相互作用を通じた複
雑なプロセスを経て起こると考えるべきであ
る。個別のルールは「政策実験」で変更され

8   ただし、オーストロムの制度論では、政策実験がどのような条件で行われるかについて「複雑性」という言葉で片付けており、ルール
の質を決める条件について関心が払われていない。また、ルール構造についての議論も十分なされていない。
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は、①パートナーたちが自己目的を追求できる
ようにガバナンスの基本ルール及び規制秩序を
提供し、②異なったガバナンスメカニズム／レ
ジームの両立性・一貫性を保障し、③政策コミュ
ニティ間の対話のオーガナイザー役を果たし、
④認識上の期待を形成する組織情報を戦略的に
活用し、⑤紛争の「審判所」として機能し、⑥
システム統合や社会的包摂のために力の弱い者
やシステムを強化することで権力格差の再バラ
ンス化を図り、⑦個人や集合的アクターたちの
アイデンティティ・戦略的能力・利益の自己理
解の部分修正を促すことで好ましい戦略・戦術
の意味内容を変更し、⑧ガバナンスが失敗した
時には政治的な責任を負う（Jossop 2002:242）。
このような役割を国家が担うということは、
ネットワーキング・交渉・ノイズ縮減・ネガティ
ブ調整が「ヒエラルキーの影」の中で行われる
ということを意味するという。
　以上のジェソップの主張の背景には、自生的
な相互作用に委ねていたのではガバナンスの機
能低下をもたらす、あるいは無秩序化が進むと
いう確信がある。「ガバナンスの失敗」は、水
平的な自己調整・相互調整では解消されず、常
にガバナンス全体が機能するように配慮し、問
題あるガバナンスを改善していく「主体」が必
要とされるという問題意識に立ち、そのような
メタガバナーの役割を国家に担わせようとした
のである。このような思考経路を経てメタガバ
ナンス論にたどり着く研究者は、ジェソップだ
けではない。むしろ、多くのガバナンス論者に
共有されている認識であろう。
　ソレンセンとトルフィンクは、先に紹介したガ
バナンスネットワーク概念を提示した上で、「よ
いガバナンス」とは有効かつ民主的なガバナン
スであり、それが保障されるためには、自己規
制的なガバナンスネットワークの注意深く慎重
なガバナンス＝「メタガバナンス」が必要であ
ると主張する（Sørensen & Torfi ng 2007:243）11。
メタガバナンスとは、具体的なガバナンス形態

ネットワークの相互作用、政策のアウトカムの
反映である、⑤政策のアウトカムは、ネットワー
ク構造とネットワーク内相互作用の間の相互作
用を反映する。

４． メタガバナンスと自己組織的ネット
ワーク

4. 1.　 メタガバナンス論／ネットワーク
管理論―国家論の復活？―

　現在、政策ネットワーク論やガバナンスネッ
トワーク論において、メタガバナンスやネット
ワーク管理に関する議論が盛んに行われてい
る。政策ネットワークやガバナンスネットワー
クが機能しやすい条件を用意すべく制度化・非
制度化を図ることを内容としている。
　この分野で最も大きな影響力を持っているの
は、ジェソップによるメタガバナンス論である。
彼は、代表的なガバナンス形態として①交換の
アナーキー（市場）、②組織のヒエラルキー（政
府）、③自己組織のヘテラーキーを挙げている
（Jessop 1998）9。ヘテラーキーにとって最も重
要なのは、システム間のステアリングであり、
①異なった制度的秩序間のコミュニケーション
の不徹底さを解消していくノイズ縮減、②自身
の行動が他者に与える不利な影響の可能性に配
慮し自己制御を行うネガティブ調整をその内容
としている。ヘテラーキーでは、より多くの情
報の生産・交換を行うための対話の質を問う「再
帰的合理性（refl exive rationality）」が志向される。
へテラーキーにおいては、再帰的合理性が低下
した時に「ガバナンスの失敗」と評価される。
ガバナンスが失敗しないように、「自己組織の
組織化（organization of self-governance）」を行
うのが「メタガバナンス」である。
　ジェソップの主張するメタガバナンスにおい
て、主要な役割を担うのは国家である 10。国家

9   この３つだけが調整手法であると限定しているわけではない。のちに彼は、３つの手法に加えて「社会的連帯」についても扱っている。
（Jessop 2005）。

10   ジェソップのメタガバナンス論に関しては、①「国家」という単一アクターを設定するのには無理があるのではないか、②国家がガバ
ナンスの機能を向上させることを目的に、コミュニケーションを増大させ再帰的合理性を図る方向に動くという主張には根拠がなく、
むしろ国家の生理に反することなのではないかといった疑問がある。

11   二人のガバナンスネットワーク論については、堀が詳しく紹介されている（堀 2010）。
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を超越する高次のガバナンスで、それを通じて
社会的経済的生活が形作られ規制され変容され
る。メタガバナンスは、「よいガバナンス」の
構成要素の主導的な概念を具体化する特定の
ルール・手続・標準に従って、特定のガバナン
ス形態を結合・促進・形成・指揮することを目
指す再帰的・反応的なプロセスである。その主
体として想定されているのが、政治家やパブ
リックマネージャーたちである。彼らは、豊富
な知識と資源、戦略的リーダーシップ能力を持
ち、加えて公共利益を守る責任を担わされてい
る 12。
　メタガバナンスの具体的な内容としては、①
統治の仕方／され方についての主導的規範・理
念の生産と普及、②異なったガバナンスメカニ
ズム間、ガバナンスメカニズムの異なった組み
合わせ間の政治的・規範的・分脈依存的な選択、
③逆機能を防止し特定の政治的目標を進捗させ
るための制度的形態の戦略的な開発が挙げられ
ている。官民のアクターのネットワークや豊富
な資源を持つ民間アクターがメタガバナンスを
担うこともできるが、その場合は公的な機関が
ネットワークや民間のアクターたちをオーソラ
イズする必要がある。政治家やパブリックマ
ネージャーが利用できるメタガバナンスのツー
ルとして、①ネットワークの範囲・性格・構
成・制度的手続に影響を及ぼそうとする「ネッ
トワーク設計」、②ネットワークの政治的目標・
財政的な条件・法的根拠・大まかな筋立てを決
める「ネットワーク枠づけ」、③異なった種類
の物的・非物的インプットや資源を供給するこ
とにより、ネットワークにおいて緊張を緩和し
紛争を解決し特定のアクターにエンパワーし取
引費用を低減する試みを行う「ネットワーク管
理」、④政策課題、実行可能な選択肢、意思決
定の前提、政策アウトプットの交渉に影響を及
ぼそうとする「ネットワーク参加」の４つが挙
げられている。
　政策ネットワーク論においてキッカートらが

主張している政策ネットワーク管理論は、メタ
ガバナンスの議論とほぼ内容が一致している
（Kickert & Koppenjan 1997）13。彼らの定義する
政策ネットワーク管理は「組織間ネットワーク
の中で、異なった目標と選好を持つアクターの
相互調整を促進する戦略」である。彼らが主張
するネットワーク管理は、旧来のトップダウン
型の管理とは異なり、調整が行われやすい環
境・条件を用意するためのものであると説明さ
れる。
　ネットワーク管理には、２つの次元がある 14。
第１の次元は、「ゲーム管理」である。ゲーム
管理には、①特定の問題の解決・目標の実現に
向かい相互作用プロセスを作動させる「ネット
ワークの作動」、②紳士協定や契約、紛争調整
メカニズムの存在を示すことで、ネットワーク
参加者が抱くリスク認識を最小化する「相互作
用のアレンジ」、③多様なアイディアが提案さ
れる状況を形成する「仲介」、④アイディア交
換の開放的な場を作るなど戦略的コンセンサス
が生まれる条件を作る「相互作用の促進」、⑤
アクター間の対立をルールに従って解決に導く
「調停・仲裁」である。
　ネットワーク管理の第２の次元は、「ネット
ワークの構造化」である。参加者の数をコント
ロールしたりアクターの地位を変えたりするこ
とで、ネットワーク内の関係性・資源配分・基
本ルールに影響を及ぼす方法、相互依存構造を
変えるといった方法があるという。既存の価値
観・規範・認識を変えることもこの要素に加え
ている。さらに、「カオスによる管理」なるも
のを提案する。これは、変化に抵抗する保守主
義を克服するため、新しい連合関係を目指して
再編したり、イシューネットワーク化すると
いった戦略をとることで、システムの自己言及
機能を働かせようとするものである。キッカー
トらは、政府が政策ネットワークに対してとり
うる態度として、①ネットワーク過程から離脱、
②一参加者として参加、③特別な参加者として

12   ソレンセンとトルフィンクは、ガイ・ピータースとピエールとともに『相互作用ガバナンス』というタイトルの本を出版しており、こ
の議論をさらに深化させている（Torfing et al. 2012）。

13   彼らのグループに入ると思われるクラインとエデレンボシュは、ソレンセンとトルフィンクが編集した『民主的ガバナンスの理論』に
「ネットワーク管理としてのメタガバナンス」というタイトルの論文を寄せている（Klijn & Edelenbos 2007）。

14   そのほかにも、オランダのエラスムス大学のクラインらは、ネットワーク管理を、ゲーム管理とネットワーク構造化（Klijn et al. 
1995）、プロセスマネジメント戦略と制度設計戦略（Klijn et al. 2010）に分けて、その内容を説明しており、オランダ・デンマークの研
究者はほぼ同じ発想に立っていると言える。
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複雑でダイナミックな社会的現実において、ガ
バナンスを機能させようとすれば、メタガバナ
ンスに基づく規範や原則の一貫したセットが不
可欠となる。メタガバナンスは、ガバナンスの
すべての属性を結びつけるモルタルの役割を果
たす。官民のアクターが価値対立の激しいハー
ドな選択局面に立った時には、メタガバナンス
のもとで展開される相互作用的学習プロセスを
通じて異なった価値の間で優先順位が決められ
ていく。彼らのメタガバナンス論の特徴は、メ
タガバナンスを国家と結びつけて考えない点で
ある。メタガバナンスは、官民のアクターが一
緒になって相互作用的に展開するガバナンス活
動であると考えられている。
　先に紹介したオーストロムと同様、ベルツェ
ルも、自生的な水平的調整に大きな期待を寄せ
ている。水平的な自己調整が逆機能を起こした
場合、「ヒエラルキーの影」において調整され
る場合もないわけではないが、政策領域や国家
を超えての相互作用が増える中で、ヒエラル
キーによる調整は困難になってきており、ネッ
トワーク内の水平的自己調整に頼らざるを得な
くなってきているという（Börzel 1998）。ネッ
トワークでは、コミュニケーションと信頼と目
的に基づくアクター間の自発的な取引を通じ
て、各アクターが多様な利害関心を抱いている
にもかかわらず集合的な成果を意図的に生み出
すことができる。具体的には、ネットワークの
制度的な結合（institutional consolidation）、ネッ
トワーク間のメンバーの重複、費用・便益の配
分と解決方法の探求の切り離し、ポジティブ／
ネガティブな調整の体系的な組み合わせによっ
て成し遂げられる。彼女の議論は、オーストロ
ムと同様、複雑系と表現される状況におけるガ
バナンスを意識したものである。複雑さやダイ
ナミックさが増していく中で、ヒエラルキー的
調整がますます困難になる一方で、規制緩和に
向かうにしても「市場の失敗」に直面してしま
う。こういった状況では、政策ネットワークの
内部における「調整者なき調整」に頼らざるを
得なくなるという認識である。
　大陸型の政策ネットワーク論者は、複雑な状

参加、④ネットワーク管理者としての役割を担
うという４つの選択肢を示しているが、政府に
ネットワーク管理者の役割を期待しているのは
明らかである。
　以上紹介したメタガバナンス論やネットワー
ク管理論は、自己組織化プロセスそのものを否
定するものではない。自己組織化の力を維持・
拡大するという目的のもと、ゲームの基本ルー
ルの設定・変更・廃止といった制度化・脱制度
化を通じてネットワークが機能しやすいように
アクター間の関係性をコントロールしようとし
ているのである。ヒエラルキー的な方向にアク
ター間の関係を構造化するとは限らず、コミュ
ニケーションの密度を高めたり、アクターの自
律性を強めるべくルールからアクターを解放す
ることでネットワークに「揺らぎ」を与えるな
ど脱制度化の方向もあり得る点に注意を向ける
べきである。しかし、ネットワークにおいて政
治家や官僚など官のアクターが他のアクターと
は違った次元の特別な役割を担うと主張してい
る点において、国家の重要性の再認識を促して
いるのも事実である 15。

4. 2.　 政策ネットワークにおける自生的
な調整

　メタガバナンス論／ネットワーク管理論がそ
の機能を官のアクターに限定している点には疑
問が残る 16。たとえば新川達郎がローカルガバ
ナンスにおけるメタガバナンスの担い手のひと
つに中間支援ＮＰＯを挙げているように（新川 
2004）、民間のアクターや、官民アクターのネッ
トワークが担うことも可能であろう。
　コーイマンとイエントフトは、メタガバナン
スを「価値観・規範・原則などをガバナンスシ
ステムに根付かせるもの」として描いている
（Kooiman & Jentoft 2009）。社会的ガバナンス活
動には、①問題解決と機会創出、②ガバナンス
制度の設計・ケア・維持、③規範・原則の形成
と適用（メタガバナンス）の３つの類型がある
という。たくさんのレベルにおいてたくさんの
主体がたくさんの役割を担ってともに統治する

15   山本啓は、国家や政府によるガバニングを重視する立場を「修正タイプの制度論者」と呼んでいる（山本 2011）。
16   原田久もネットワーク管理者が行政官僚制に限られるという前提に疑問を呈している（原田 1998）。
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況において知識・アイディア・信念・価値観が
果たす役割を重視し、相互学習を通じて価値の
共有関係を進め、複雑な状況に対して柔軟に関
係を変化させていくネットワークに理想の姿を
みている。政策ネットワークには、①そのネッ
トワークが追求すべき政策価値を理解し、そこ
から導き出された「適切さの論理」を行動規範
とするアクターと、②別の政策価値の下に存在
し、ネットワークの政策価値を最優先するわ
けではないアクターが存在する 17。政策ネット
ワークにおいて、相互学習に基づくコミュニ
ケーション行為を通じて、政策価値が伝達さ
れ、新しい価値が創造されていくことが期待さ
れる。これはハーバーマスが言う意味での「公
共圏」が政策ネットワークの中に形成されるこ
とを意味するのかもしれない。

4. 3.　 政策ネットワークと政策レジーム
の相互作用

　メタガバナンス論やネットワーク管理論は、
規範論としての性格を色濃く持っている。これ
らの理論は、あるガバナンス状況／ある政策領
域において起こっている様々な事実を峻別し事
実を再構成するための「概念レンズ」として機
能するというよりは、メタガバナーやネット
ワーク管理者が「やるべきこと」のリストを提
示してといえよう。
　政策ネットワーク論を分析ツールとして活用
しようとするならば、アクター間の関係性を捉
えた「政策ネットワーク」と、そこで集積され
るルールやプログラムで構成される「政策レ
ジーム」の相互影響関係を観察するための分析
枠組みが必要とされる。ここでは、複雑系理論
を取り込んだ政策ネットワークの分析枠組みを
示しておく（風間 2008）。
　まず、政策ネットワークの形成プロセスをみ
る。政策ネットワークは、アクター間の自生的
な相互作用を通じて形成される場合もあれば、
基本法の制定によって偶発的要素を孕みつつ人
工的に形成される場合もある。政策ネットワー
ク内のアクターの構成・配置は、政策レジーム

を構成する公式・非公式のルールやプログラム
に影響を受ける。参入ルールによってメンバー
のスクリーニングが行われ、地位ルールに基づ
いて権限や資金が配分され、ネットワークのコ
アに位置するか、周辺にひっそりと関わるかが
決まる。
　分析に際しては、まずはネットワークの構成
メンバーを特定することになる。大陸型の政策
ネットワークを想定する場合には、政策のター
ゲット集団も分析対象に含めることになるであ
ろう。そのうえで、それぞれのアクターの目的
や保有する資源、その相互依存関係やコミュニ
ケーション関係をもとにネットワークの構造を
明らかにしていく。
　次に、政策ネットワークのダイナミクスを観
察する。政策ネットワークが環境の変化に直面
すると、変化を探知したアクターがその情報を
ネットワークに持ち込む。一部のアクターが資
源を戦略的に活用して、相互作用を活発化させ
る。水平的調整ゲームを通じ認識の共有に成功
すれば、環境への対応を阻害しているルールは
変更され、新しいプログラムが形成される可能
性が高まる。水平的調整ゲームに失敗した場合
には、メタガバナンス論者がリストアップした
機能をコアなアクターが果たす場合もあるし、
その役割を担うことを拒否して自己利益の保全
に動く場合もあるだろう。
　環境の変化といった外生的な要因だけではな
く、アクターの相互作用を通じて非線形的な創
発が生まれるなど、内生的な要因もルールやプ
ログラムの形成・変更のきっかけとなる。さら
に、相互作用を通じて、ルールやプログラムの
解釈についての認識が共有されると「解釈コ
ミュニティ」が形成される。ルールやプログラ
ムを解釈して行動したアクターの行為の集積が
政策ネットワークの機能として観察される。
　以上のように、環境の変化を感知したアク
ターたちは、再帰的にそれぞれにとって相応し
いネットワーク内の位置関係を確保し、その関
係性のもとで相互作用を繰り返し、新しいルー
ルやプログラムを生み出し、政策レジームを変
化させていく。このような循環過程が、ネット

17   筆者は、防災政策をめぐるネットワークについて、防災を直接目的とする主体で構成される「核ネットワーク」と、防災を直接目的と
せず他の政策価値の下で形成されるが防災にとって必要不可欠な資源を持っている「既存の政策コミュニティ」の関係から分析したこ
とがある（風間 2003）。
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ワーク内の関係性の構造化／硬直化を招いて
「ガバナンスの失敗」に導くのか、あるいはネッ
トワークの関係性の脱構築／自己組織化を実現
し、政策ネットワークに期待される機能を果た
し、「ガバナンスの成功」に導くのかを観察す
ることになる。その際、メタガバナンスの主体
を特定できるか、ガバナンスの成功－失敗に彼
らの存在がどの程度影響してたのかが検証され
るだろう。

５．むすびにかえて

　本文中でも強調したように、政策ネットワー
ク論は、一種の記述モデルである。研究者が思
い思いにアレンジした分析の枠組みに現実の事
象を当てはめ、仮説の実証プロセスを説得力あ
る形で提示することができて、はじめてその有
効性が確認される。
　現在、いわゆる「原子力ムラ」の研究に、こ
の分析手法を適用すべく準備を進めている。原
子力政策をめぐる政策ネットワークがなぜ機能
不全を起こしたのか。ここで提示した分析の枠
組みを活用して検証していきたい。
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